
様式第３号(第６条第関係)

会議結果報告書

令和５年12月19日

１ 会議日時 令和５年 11月１日

２ 場  所 議員全員協議会室

３ 件  名 上下水道の料金改定

４ 出 席 者 市長、副市長、教育長、各部長級職員、総務課長、財政課

長、政策推進課長、上下水道課長、政策推進課関係職員

５ 会議結果 □ 案のとおり決定する

□ 一部修正の上、決定する

□ 継続して検討する

□ 案を否決する

■ 報告を了承する

６ 会議内容 ●上下水道の料金改定について進捗状況を説明。

備考：会議内容を簡潔に記載すること



 

様式第２号(第４条関係) 

重要計画付議(報告)書 

令和５年10月24日 

 

部課名(  上下水道課   ) 

 

１ 件名 上下水道の料金改定 

２ 計画の概要 上水道料金は、平成 26 年に改定以来現行料金を継続して

おり、超過料金は統一できていない状況です。 

施設整備では、浄水施設や管路の耐震化、老朽管路の修繕

に多額の費用が必要となっており、最近の燃料や電気料金の

高騰により、動力費等の維持経費も増加しています。 

また、少子高齢化や人口減少等により給水収入が減収とな

り経営状況も悪化しています。 

次に、下水道事業では、施設の老朽化による修繕や機器更

新、維持経費の増加により経営状況が悪化している状況で

す。 

令和５年度に西予市上下水道事業経営審議会を設置し審議

会委員の選任を行い、5 月 31 日に第１回西予市上下水道事業

経営審議会を開催しました。 

10 月末までに 4 回の審議会を開催しており、それぞれの経

営課題と上下水道料金のシミュレーションを行い料金改正に

ついて審議をいたしました。 

今後の予定は 11月 2日に、審議会会長より市長に答申を行

う予定としており、12 月中に各旧町単位で住民説明会を実施

し、３月の西予市定例議会に条例改定案を上程して令和 6 年

度の料金改定に向けて進めていきます。 

 

 

 

３ 関係法令等 水道法・下水道法 

４ 関係課  

５ その他  

備考：計画書を付議又は報告する場合に使用 



行政経営戦略会議資料（令和5年11月1日開催）

【令和５年度実施計画（重要事業）】

７．上下水道の料金改定について

【建設部 上下水道課】
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西予市上下水道事業経営審議会における審議・検討

適正な上下水道料金について４回の審議を重ね、健全な上下水道事業の経営を支える上下水道料金のあり
方について審議・検討しました。

審議会 年月日 審議・検討内容

ー 令和５年４月25日 ◇市長から上下水道料金のあり方について諮問

第１回 ５月31日 ◇上下水道事業経営審議会について
◇上下水道事業の状況について

第２回 ９月２日

◇令和４年度決算に基づく上下水道事業の経営状況について
◇上下水道料金に関する基本的な考え方について
◇上下水道料金改定の検討について

第３回 10月２日

◇水道使用者年齢別給水戸数について
◇給水区域別（旧町別）財政推計について
◇料金回収率に基づく水道料金の算定について
◇令和4年度農業集落排水事業特別会計の決算状況について
◇農業集落排水事業の使用料の改定の検討について
◇公共下水道料金の改定案と５段階設定試算との比較について

第４回 10月31日 ◇答申（案）の確認について

ー 11月２日 ◇審議会から市長への答申
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１．水道料金改定について

令和５年10月２日（月）に開催しました第３回審議会において、水道料金の改定について、賛成多数により
「比較②」で理解を得ていただきました。
※「比較③」について、５㎥以下を廃止することについては、理解を得ることができなかった。

２．公共下水道使用料改定について

令和５年９月２日（土）に開催しました第２回審議会において、公共下水道使用料の改定について、全員賛
成により「パターン２ー１、２－２」で了承を得ました。
令和５年10月２日（月）に開催しました第３回審議会において、農業集落排水使用料の改定について、 

「令和9年度の改定を目指して改定額等を検討していく」ことで了承を得ました。

３．今後のスケジュール

令和５年10月31日 第４回審議会（答申案について⇒答申内容の決定）
11月 ２日 市長への答申
11月27日 市議会第４回定例会（開会日）において行政報告
12月上旬～ 地区別説明会を開催（①12/11野村 ②12/13三瓶 ③12/20宇和 ④12/22明浜）

令和６年３月   市議会第１回定例会において「給水条例の一部改正について」ほか関係条例の改正
  について議案上程（開会日に全員協議会において説明）

令和６年度  ４月使用分から新料金適用

西予市上下水道事業経営審議会における審議・検討
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令和６年度改定内容

令和９年度改定内容
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区 分
基本使用料
[1ヶ月につき]

人数割/1人あたり
[1ヶ月につき]

基本使用料
[月に15日未満の時]

人数割/1人あたり
[月に15日未満の時]

一般家庭 １，５８４円 
（１，４４０円）

３７４円
（３４０円）

７９２円
（７２０円）

１８７円
（１７０円）

店舗兼住宅 ２，０９０円
（１，９００円）

１，０４５円
（９５０円）

店 舗 ５，２３６円
（４，７６０円）

２，６１８円
（２，３８０円）

集会所等 １，０５６円
（９６０円）

－ ５２８円
（４８０円）

－

区 分
基本使用料
[1ヶ月につき]

人数割/1人あたり
[1ヶ月につき]

基本使用料
[月に15日未満の時]

人数割/1人あたり
[月に15日未満の時]

一般家庭 １，５７０円

３６０円

７８５円

１８０円店舗兼住宅 ２，０９０円 １，０４５円

店 舗 ５，２３０円 ２，６１５円

集会所等 １，０４０円 － ５２０円 －

【現行使用料】

【令和６年度から令和８年度まで】 ※（ ）内は税抜額

１．令和６年度は使用料の税抜額と消費税額に1円未満の端数が出ない金額に改定を行います。

２．令和９年度以降の使用料については、地方公営企業法の財務規定を適用した令和5年度
以降の決算状況も踏まえ、改定額等を検討していきます。

農業集落排水事業の使用料改定について
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